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（３）都市機能 

① 高等教育機関 
大分都市広域圏内の大学は以下のとおりで、各大学で産学官連携や地元企業との連携協

定を締結し、様々な取組を行っています。 
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県内就職率はいずれもほぼ横ばいを推移しており、大学生の県内就職率は約 30％となっ

ています。 
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② 交通 
大分都市広域圏内の高速 IC の出入り交通量は、2016(平成 28)年から 2019(令和 1)年ま

では約 2,900 万台/年前後を推移していました。新型コロナウイルス感染症の流行の影響で

2020(令和 2)年は大きく減少していますが、直近 2023(令和 5)年時点では 2,796 万台/年

と、コロナ前の水準に戻りつつあります。 
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大分県の一般乗合旅客自動車(バス)車両数は減少傾向が続いています。 

 

 
 

大分県のバスの輸送人員も減少傾向が続いています。 
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大分都市広域圏内の港湾の船舶乗降人員は、2004(平成 16)年以降減少し、2010(平成

22)年には約 151 万人まで減少しました。その後、2019(令和 1)年まで約 140～150 万人を

横ばいに推移しています。 
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③ その他、行政及び民間分野に係る都市機能の集積の状況 
「商業施設」「文化施設」「医療施設」「福祉施設」の集積状況を 1km メッシュ単位で立地

件数を集計すると以下のとおりとなります。 
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（４）住民サービス 

① 公共施設 
多くの公共施設やインフラ（以下、公共施設等）の老朽化が進行しており、今後、公共施

設等の改修・更新費用の増加が見込まれます。 
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② 医師数・一般病床数（人口 10 万人あたり） 
大分都市広域圏の 2022(令和 4)年の人口 10 万人あたりの医師数は約 347 人となってお

り、他都市圏と比較すると、12 圏域中 6 番目に多くなっています。 
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大分都市広域圏の 2022(令和 4)年の人口 10 万人あたりの医師数は約 347 人となってお

り、他都市圏と比較すると、12 圏域中 6 番目に多くなっています。 
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第３章 圏域の将来像 

１．大分都市広域圏の課題 

①圏域全体の経済成⾧のけん引 
・商工業・サービス業分野では、人口減少・少子高齢化による人手不足、デジタル技術の

進展、市場競争の激化、消費者ニーズの多様化など、取り巻く環境が大きく変化してお
り、こうした状況に対応することが課題となっています。 

・農林水産業分野では、農業・林業・水産業・畜産のいずれにおいても多彩な産品を有し
ているという強みがある一方で、全国的には知られていないものも数多くあることか
ら、認知度の向上と新たな市場開拓に向けた取り組みを進める必要があります。 

・観光分野では、全国的に有名な温泉以外にも、海や山などの豊かな自然や地域固有の多
様な食、南蛮文化などの歴史をはじめとした豊富な観光資源があり、それらの認知度
向上に努め、さらなる誘客を推進する必要があります。また、コロナ禍以降のインバウ
ンド需要の急速な回復により、近年オーバーツーリズムが問題となっている地域があ
り、その解決のため、圏域全体での取組が課題と考えられます。 

 

②高次の都市機能の集積・強化 
・防災分野では、全国的に台風や大雨などによる災害が激甚化・頻発化していることに加

え、今後３０年以内に高い確率で発生が予想される南海トラフ地震などの大規模災害
に対し、住民の命や生活を確実かつ迅速に守ることができるよう、消防や救急などの
災害対応体制について、連携市町はもとより圏域外他地域とも連携を強める必要があ
ると考えられます。 

・都市基盤分野では、企業立地、産業集積、観光誘客、移住・定住の促進などの課題解決
に向け、地域間の移動の円滑化による人や物の流れの活性化が期待できる広域交通ネ
ットワークを充実させる必要があります。 

・高等教育分野では、高等教育機関を卒業した学生が大分県内の企業に就職する割合が
低くなっており、圏域外へ流出していると考えられることから、産学官連携を一層進
めることで、学生をはじめとした若年層の就職支援や定着の取組をさらに進める必要
があります。 

・行政サービス分野では、誰一人取り残されないデジタル社会の実現のため、様々な行政
手続をデジタルで行うための基盤としてマイナンバーカード利活用や自治体窓口 DX

の推進、AI 技術の活用による行政サービスの効率化など、あらゆる人がデジタル化の
恩恵を享受できるための取組を進める必要があります。 

 

③圏域全体の生活関連機能サービスの向上 
・医療・福祉分野では、急速な少子高齢化の進展に伴い、圏域内における医療提供体制の

整備や子ども・子育て施策の推進、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して暮
らすことができる社会の実現等が求められています。 
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・環境分野では、地球温暖化の緩和と気候変動への適応、生物多様性の保全、環境への負
荷を抑えた循環型社会の構築など持続可能な社会の実現に向けた取組の強化が課題と
なっています。 

・地域資源・地域振興分野では、若年層の進学や就職を契機とした転出など、福岡県をは
じめとした大都市圏への人口流出による圏域の人口減少が課題となっています。 

・農林水産業分野では、少子高齢化の進展により農林水産業の担い手が不足しているこ
とや、生産資材価格の高止まり等による経営の圧迫が続いていることから、農業をは
じめ、農林水産業全体の底上げが課題と考えられます。 

・都市基盤分野では、運転手不足によるバス路線の廃止や減便などが進んでおり、圏域住
民や来訪者の移動手段を支える地域公共交通ネットワークの確保・維持が課題となっ
ています。 

・圏域マネジメント分野では、生産年齢人口が急速に減少し、人材獲得競争が厳しさを増
す中、今後、行政職員の育成・確保がさらに重要となっていきます。特に、技術職員や
デジタル人材をはじめとする専門人材については、それぞれ単独で育成・確保する取
組には限界があると考えられます。また、各市町が保有する公共施設やインフラにつ
いて、進行する老朽化への対応や維持管理に係る費用の確保などが課題となっていま
す。 
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２．圏域の将来像 

（１）大分都市広域圏の将来像 

 

結び、創り、未来へ拓く『大分都市広域圏』 

～人と地域が躍動する共創のプラットフォーム～ 

 
 

（２）今後の人口目標 

圏域人口目標：78.3 万人（2030（令和 12）年の目標人口） 

 

出所：圏域各市町の地方人口ビジョンより 
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３．圏域の目指す方向性 

（１）圏域全体の基本的な方向性 

2016(平成 28)年３月に大分都市広域圏を形成して以来、圏域では 31 の基本連携項目
に基づいて様々な事業を実施してきました。 

今後は、事業を実施する中で生じた課題や生産年齢人口の減少に伴うあらゆる分野の
人手不足の深刻化など、社会経済情勢の変化により生じた課題に対応するため、下記３
分野の方向性を軸に、人材の確保・育成や 5G、IoT、AI をはじめとするデジタル技術の
活用、行政、企業・団体、高等教育機関等の多様な主体との連携による取組を推進してい
く必要があります。 

 

①圏域全体の経済成⾧のけん引 
・商工業・サービス業分野では、人材の確保、後継者の育成、事業承継の促進、DX を活

用した販路開拓や業務効率化など競争力強化を図るとともに、国や県をはじめ、企業・
団体、大学等関係機関と連携し、圏域の強みを生かした産業振興施策に取り組んでい
きます。 

・農林水産業分野では、圏域の多彩な地場産品のブランドの育成や販路の拡大を支援す
ることで、地域資源を活用した地域経済の裾野拡大を目指します。 

・観光分野では、新たな回遊型観光ルートの造成とともに温泉等をはじめとした豊かな
観光資源を生かし、リモートワークや※2ワーケーション等の滞在型旅行や山、森林等
自然環境をはじめとした観光スポット巡りなど、多様化する旅行者ニーズに応じた魅
力の向上や情報発信を強化することで、一部に集中した観光客の圏域内周遊を促進し
ます。 

 

②高次の都市機能の集積・強化 
・防災分野では、県内自治体の消防指令業務を一元的に担う「おおいた消防指令センタ

ー」の共同運用をはじめ、災害発生時に迅速かつ適切な対応が取れるよう、圏域内各市
町及び圏域外他地域との連携構築・強化に取り組みます。 

・都市基盤分野では、東九州自動車道の４車線化や中九州横断道路などの整備促進や東
九州新幹線、豊予海峡ルートなどの早期実現に向け、関係機関に働きかけを行います。
合わせて、通勤時の高速道路の有効活用の調査・研究を行い、利用者の利便性の向上を
目指します。 

・高等教育分野では、学生による圏域共通の課題解決に向けた研究に対する支援や留学
生も含めた学生の圏域内就職・定着に向けた取組、リカレント教育等の圏域住民が生
涯学び続けられる環境の整備に向け高等教育機関等と連携して取り組みます。 
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・行政サービス分野では、社会基盤となるマイナンバーカードの利活用推進や「自治体フ
ロントヤード改革」の推進、AI・RPA の利用促進など 、新たな技術を積極的に活用し、
圏域の住民に対する利便性の向上に努め、より快適で効率的なサービスを提供するこ
とを目指します。 

 

③圏域全体の生活関連機能サービスの向上 
・医療・福祉分野では、医療連携や高齢者・障がい者・子育て支援施策等の連携を推進す

ることで、誰もが安心して暮らせる生活環境の整備に努めます。 

・環境分野では、引き続き特定外来生物の防除・啓発及び一般廃棄物の資源化や排出量の
削減に連携して取り組むとともに、圏域全体での脱炭素に向けた取組の強化、広域的
な視点での生態系の保全の取組等を進めていきます。 

・地域資源・地域振興分野では、国が推進する複数の地域に拠点を持つ多拠点生活を含
め、圏域人口の維持に向け、引き続き圏域の魅力を活かした移住・定住施策の推進を図
ります。 

・農林水産業分野では、県や圏域内外の市町村と連携するなか、新たな担い手の確保やス
マート農林水産業の推進、有害鳥獣対策などについて情報を共有し、各市町のさらな
る取組につなげていくことで、生産性維持・向上を図ります。 

・都市基盤分野では、鉄道やバス、タクシーなど既存の公共交通を最大限活用するととも
に、自動運転などの新たな技術の導入も視野に入れ、圏域住民の移動手段を支える地
域公共交通ネットワークの確保・維持に努めます。あわせて、2024 年 4 月に九州 7 県
と交通事業者などで設立された「九州 MaaS 協議会」の取組に協力し、来訪者の円滑
な移動を目指します。 

・圏域マネジメント分野では、人口減少社会にあっても圏域全体の生活関連機能サービ
スを維持・向上できるよう、圏域内市町に加え、県や圏域外市町村と連携し、事務の共
同実施や専門人材をはじめとする行政職員の確保・育成を図ります。また、現在各市町
で整備・保有・管理している公共施設は、市町の境を越えた広域的な利用のさらなる推
進や、更新時期などを見据えた公共施設の集約化の検討を行うことで、圏域の公共施
設の利便性や※3ファシリティマネジメントの効率性のさらなる向上を図ります。 
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（２）圏域全体のＤＸの推進 
人口減少・少子高齢化などの社会課題に直面するなか、あらゆる分野において人手不

足への対応や新たな価値創造への挑戦、また、多様化・複雑化する住民ニーズへの対応な
どが求められています。 

このような課題を解決するため、以下に掲げる方向性のもと、圏域全体のＤＸを推進
していきます。 

 

（方向性１） 
事業者のデジタル技術の活用促進を支援することで、事業継続力や競争力及び経営基

盤の強化を図ります。 

 

 

（方向性２） 
行政手続のオンライン化を進めるとともに、マイナンバーカードの活用や手数料等の

キャッシュレス化などにより、住民サービスの向上を図ります。 

 

（方向性３） 
各市町が保有する情報システムの共通化やデジタルツール等の活用を圏域内市町で情

報交換することで横展開を図ることなどにより、行政事務の効率化を図ります。 

 

（方向性４） 
県と連携し、様々な主体におけるデジタル人材の確保・育成に向けて、ＤＸに向けて主

体的に取り組むデジタルマインドの醸成やデジタルスキルの向上などに取り組みます。 

 

 

（３）圏域を超えた連携 
国においては、産業振興、観光、交通といった分野において付加価値・競争力を高めて

いくため、都道府県域を越えた広域的な単位で、多様な主体がそれぞれの強みを生かし
つつ、一体的に事業に取り組む連携を推進しています。 

また、九州においては、アジアのゲートウェイという地理的要因を活かした観光関連
産業の活性化、大手半導体企業の誘致や産学官連携の人材育成等による半導体関連産業
の振興、九州全体に活力を波及させる広域交通ネットワークの整備促進等について連携
が図られてきています。 

このような中、大分都市広域圏では、これまで、消防、防災、デジタル、上下水道など
の分野で県や圏域外の市町村との連携を進めるとともに、九州の東端という特性をいか
した愛媛県の市町との交流に取り組むなど、圏域を越えた連携を実施してきました。 

今後も、圏域の持続的な発展と圏域内市町だけでは解決できない課題へ対応するため、
圏域を越えた連携を推進していきます。 
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（４）将来像の実現に向けた重点施策 
圏域の将来像の実現に向け、集中的・重点的に取り組むべき施策を重点施策として位

置付け、大分都市広域圏における連携の一層の深化を図ります。 

 

（重点施策Ⅰ）魅力ある観光圏域の形成 

・圏域が有する温泉や歴史文化、多種多様な自然環境などの観光資源を生かし、主要観光
地から各市町への周遊を促すことで、観光客の圏域内における滞在時間の延⾧や消費
拡大につなげます。 

・九州外からの国内観光客やインバウンド観光客の増加に向け、「九州の東の玄関口」と
いう地理的特性を活かし、PR 活動や SNS を活用した情報発信の強化など、多様な手
法による誘客の強化に取り組みます。 

 

（重点施策Ⅱ）圏域の交通ネットワークの維持・発展 

・市町を横断する東九州自動車道の 4 車線化や中九州横断道路など、広域交通ネットワ
ークの早期実現に向け、各市町で一体となって国や関係機関へ働きかけを行い、圏域
経済の活性化やリダンダンシーの確保を目指します。 

・各市町が取り組む交通施策の効果や課題及び自動運転やＭａａＳ等の新たな技術の調
査・検討の成果について圏域内で共有し、圏域の地域公共交通ネットワークの維持・形
成に取り組みます。 

 

（重点施策Ⅲ）多様な人材の育成・確保 

・圏域での合同研修や職員の相互派遣、圏域自治体の若手職員が広域的な課題に関する
調査研究と施策提案を行う「未来創造塾」等を通じて、職員の資質及び公務能力の向上
を図ります。 

・圏域の課題の解決や DX を推進していくため、県や圏域市町と連携し、実践力や業務
改善能力を備えたデジタル人材や技術職員等の育成に取り組みます。 
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第４章 将来像の実現に向けた取組 

（１）圏域全体の経済成⾧のけん引 

①重要業績評価指標（KPI） 

No. 指標名 
現状値 

（基準年（度）） 

目標値 

（R12 年度） 

１ 圏域内総生産額 
3,507,824 百万円 
（R3 年度） 

3,932,000 百万円 

２ 圏域内観光入込客数 
22,386,700 人 

（R5 年） 
28,500,000 人 

３ 観光消費額 
3,468 億円 

（R6 年） 
3,543 億円 

 

②具体的な取組 

１ 
圏域を構成する各市町の特色を十分に生かした経済成⾧のための産学金官民一
体となった体制整備 

関係市町 全市町 

取組内容 

圏域内の企業、大学、研究機関、金融機関、連携する市町等が一体となった経済成⾧

のための体制の構築に取り組む。 

連携事業 

 大分都市広域圏の特徴を生かした、効果的で実行性のあるビジョンを策定し、産学金官
民が連携を進めることにより、圏域内の全市町における経済成⾧を目指します。 

 具体的には、産業界、学校、金融機関、官公庁、民間が一体となって圏域の将来につい
て協議できる場を設定するとともに、多様な主体との連携を中心とした連携の取組を推
進します。 

【主な実施事業】 

・大分都市広域圏推進事業 

・えひめ・おおいた交流事業 

連携効果 

大分都市広域圏ビジョンに則り、産学金官民の多様な主体が連携し、圏域全体の経済成
⾧のけん引、高次の都市機能の集積・強化、圏域全体の生活関連機能サービスの向上に連
なる取組を推進することで、圏域経済の維持発展及び生活の質の向上が期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R7 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

全施策の KPI 達成率 ʷ 100％ 
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２ 中堅企業及び中小企業の経営強化、創業促進等を核とした戦略産業の育成 

関係市町 全市町 

取組内容 

 圏域の戦略産業の育成に取り組む。 

連携事業 

 販路拡大や、人材育成、事業承継などの経営課題解決に向けた研修やセミナー等の開催
を進めるとともに、圏域内の各支援機関と連携することにより、中堅・中小企業の経営強
化を目指します。 

 また、圏域内を対象とした創業に向けた研修やセミナー等の開催、インキュベーション
施設間の交流などを行い、創業者及び中小企業者の事業活動の促進や起業に関するスタ
ートアップを支援します。 

【主な実施事業】 

・産業活性化プラザ事業 

・若手起業家育成事業 

・販路拡大支援事業 

連携効果 

 販路拡大や人材育成、事業承継などの経営課題解決に向けた支援機関への相談を圏域
で実施することで、参加者の幅が広がり、より適した相手との連携が可能となります。 

 また、圏域内を対象とした研修等を開催することで、各市町の強みとなる分野を他市町
と共有できることに加え、参加者が限られるテーマの受講者も確保できるため、企画・運
営に係る事務の効率化が期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

創業支援を活用した創業者数 192 人 222 人 
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３ 企業誘致の促進 

関係市町 全市町 

取組内容 

圏域への企業誘致に取り組む。 

連携事業 

 圏域内市町で連携して大分都市広域圏の魅力を PR する機会の創出や進出希望企業の
情報共有などを行うことで、企業進出へ結びつけることを目指します。 

 また、進出予定の企業に対して、圏域内で連携して労働力や取引先の確保などに取り組
みます。 

【主な実施事業】 

・企業立地推進事業 

連携効果 

 連携した活動や企業情報の共有により営業機会が拡大し、より多くの企業へ提案でき
るようになり、単独自治体では難しい首都圏などでの営業が可能になります。 

 また、近隣市町との情報共有や、連携した支援を行うことで誘致成功率の上昇が期待で
きます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

圏域外からの誘致企業件数  3 件 6 件 

 
  



 

38 
 

４ 地域資源を活用した地域経済の裾野拡大 

関係市町 全市町 

取組内容 

 圏域の多彩な地場産品のブランドの育成及び販路の拡大に取り組む。 

連携事業 

 圏域市町で特産品や観光資源を連携させることにより、地域資源の魅力向上を目指す
とともに、それらを活用した商品開発や農林水産物の６次産業化の支援、国内外への販路
拡大の支援、イベント等への出展に取り組み、地場産品の販路拡大を図ります。 

【主な実施事業】 

・中心市街地プロモーション事業 

・販路拡大支援事業 

・おおいた産品創出・魅力発信事業 

連携効果 

 地域の特産品や観光資源等の連携により、付加価値が高まり、地域資源の魅力が向上し
ます。 

 また、地域資源の PR のほか、地域資源を活用した商品開発や商談会・販売イベントを
共同で行うことにより、圏域の地場産品のブランド力や認知度が向上し、国内はもとより
海外への販路拡大が期待できます。 

KPI 

指標名 
現状値 

（R6 年度実績値） 
目標値 

（R12 年度） 

海外展開支援件数 43 件 45 件 

広域圏の市町が参加する合同ＰＲイ
ベントの来場者数 

未実施 10,000 人 
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５ 戦略的な観光施策 

関係市町 全市町 

取組内容 

回遊型観光ルートの造成及び※4MICE の誘致に取り組む。 

連携事業 

 全国的に有名な温泉など圏域の魅力的な観光地をイベント出展などにより、共同で PR

するなど発信力向上を目指すとともに、圏域の観光地のさらなるブランド化の推進にも
取り組みます。また、MICE の誘致による圏域の観光 PR をはじめ、新たな旅行スタイ
ル・周遊プランの作成と、港湾拠点からの観光客の誘導や交通連携の強化などにより広域
的に観光業の活性化に取り組みます。 

 その他、外国人観光客等の受入体制について、各市町で連携し、回遊性の向上を図ると
ともに、先進的なノウハウや事例の共有を行います。 

【主な実施事業】 

・大分都市広域圏観光 PR 事業 

・周遊スタンプラリー事業 

連携効果 

 連携した PR を行うことで、観光ブランドや観光スポットの知名度向上が図られます。 

 また、広域観光により新しい観光地での観光客の増加や、宿泊日数の増加による観光支
出額の増加が期待できます。 

 加えて、外国人観光客受入体制について各市町で連携することで、周遊の促進と満足度
の向上が期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R5 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

圏域内観光入込客数 22,386,700 人 28,500,000 人 
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（２）高次の都市機能の集積・強化 

①重要業績評価指標（KPI） 

No. 指標名 
現状値 

（基準年（度）） 

目標値 

（R12 年度） 

１ 
圏域内大学の学生の圏域内就職率 29.4% 

（R6 年度） 
36.2% 

２ 
大分港大在コンテナターミナルの取扱
量 

49,892TEU 
（R6 年） 

61,200TEU 

 

②具体的な取組 

６ 広域的災害等に関する機能の構築 

関係市町 全市町 

取組内容 

広域的な災害等に対応するため、災害時における自治体間の連携体制の構築に取り組
む。 

連携事業 

 広域的災害に対して、圏域市町間で帰宅困難者への対応や避難所の相互利用を取り決
めるほか、災害発生時には県とも連携し、被災状況や安否・所在情報の共有を進め、広域
的な災害対応体制の構築を目指します。 

 また、各避難所等で災害時に避難してきた人へ、必要な災害救援物資を融通できるよ
う、連携体制の整備を進めます。 

【主な実施事業】 

・災害時における相互応援 

・災害時における大分県災害対応支援システムでの情報共有 

連携効果 

 広域的災害発生時に課題となる、市町をまたいだ帰宅困難者や安否・所在不明へ適切に
対応できるとともに、相互応援の迅速化が図られます。 

 また、避難者に対する災害救援物資を融通し合うなど、市町間で連携して柔軟に対応で
きるようになります。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

受援計画に基づく図上訓練の実施 未実施 8 回 
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７ 広域交通ネットワークの活用・整備促進 

関係市町 全市町 

取組内容 

圏域内の交通の円滑化を図るとともに、防災性と代替性に富む多極ネットワーク型の
地域構造を構築するため、高規格道路網をはじめとする広域幹線道路網の整備を促進す
る。 

連携事業 

市町を横断する東九州自動車道の 4 車線化や中九州横断道路、豊予海峡ルート、東九
州新幹線など広域交通ネットワークの早期実現に向け、各市町で一体となって、国や関係
機関への働きかけを行い、利便性の向上を目指します。また、既存の都市機能の更なる活
用の観点から、高速道路の有効活用に向け調査・検討を行います。 

【主な実施事業】 

・豊肥地域高規格道路建設促進期成会 

・国道 210 号改修促進協議会 

・東九州自動車道建設促進協議会 

・太平洋新国土軸（豊予海峡ルート）推進大分県期成会 

・東九州新幹線鉄道建設促進期成会 

連携効果 

広域交通ネットワークの整備に向けて関係機関へ働きかけることにより、地域の一体
感が図れます。また、各市町を結ぶ道路ネットワークの有効活用を図ることにより、利用
者の利便性が向上します。 

KPI 

指標名 
現状値 

（R6 年度実績値） 
目標値 

（R12 年度） 

沿線市町の産業・防災・暮らし・医療・
観光の発展に寄与する、広域交通ネッ
トワーク（東九州自動車道 4 車線化、
中九州横断道路の整備、国道 210 号
の改修）の整備促進に係る期成会・協
議会等による関係省庁等への要望数 

27 回 27 回 
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８ 高等教育・研究開発の環境整備 

関係市町 全市町 

取組内容 

将来を担う人材の確保・育成を推進するため、高等教育・研究開発の環境整備に取り組
む。 

連携事業 

 高等教育機関と企業とのマッチングの支援や地域の課題解決に向けた研究に産学官連
携を進めることで、地域課題の解決や人材の確保・育成を図るなど、企業の事業活動や住
民生活の向上を目指します。 

 また、県内の高等教育機関等の学生に対する圏域内企業との就職マッチングを図り、圏
域内での就職・定着に取り組みます。 

【主な実施事業】 

・おおいた地域連携プラットフォームとの連携 

連携効果 

 産学官連携を拡大させることにより、商品開発や事業の効率化などの効果が期待でき
ます。 

 また、県内学生の地元就職率の向上や若者の県外流出の防止となるとともに、地元企業
の後継者確保による事業承継等を通じて、事業継続力の向上等につながります。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

大学等との連携事業件数 187 件 200 件 
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新 行政 DX の推進 

関係市町 全市町 

取組内容 

圏域全体で均質かつ安定した行政サービスの提供を図るため、各市町の行政 DX を推
進する。 

連携事業 

 県や各市町の行政 DX に関する情報の共有化や広域連携に向けた調整に取り組み、圏
域全体の行政 DX を推進します。 

 【主な実施事業】 

・広域的な行政 DX を推進するための情報共有及び事業調整 

連携効果 

各市町の行政手続及び業務のデジタル化や広域連携を推進することで、圏域全体の効
率的かつ利便性の高い行政サービスの維持・向上が期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

オンライン申請件数 198,000 件 265,000 件 
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（３）圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

①重要業績評価指標（KPI） 

No. 指標名 
現状値 

（基準年（度）） 

目標値 

（R12 年度） 

１ 圏域外に対する社会増減 
675 人 

（R6 年） 
増加 

２ 圏域内出生数 
4,845 人 

（R5 年） 
5,297 人 

 

②具体的な取組 

９ 公共施設の相互利用の促進 

関係市町 全市町 

取組内容 

圏域内の公共施設の相互利用を促進し、住民活動を支援するとともに、サービスの充実
を図る。 

連携事業 

圏域内の住民サービスの向上を図るため、文化・スポーツ施設や図書館等の公共施設に
おける利用者の範囲を圏域内の住民に拡大します。また、共同で「おおいた公共施設案
内・予約システム」を運用し、オンラインによる公共施設予約等を促進します。さらに、
各市町で所有する公共施設の更新時期等を見据え、集約化等について検討します。 

【主な実施事業】 

・おおいた公共施設案内・予約システム管理運営事業 

・図書館の相互連携事業 

連携効果 

住民が圏域内のどの公共施設でも利用することが可能となることで、質の高いサービ
スの提供に繋がるとともに、公共施設の稼働率が高まります。また、「おおいた公共施設
案内・予約システム」については、圏域市町が共同で運用し、オンラインでの利用者登録
やキャッシュレス決済など新たな機能を導入することにより、圏域住民の利便性を向上
させ、住民活動を支援・促進することができます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R7 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

主要公共施設の相互利用件数 33,692 件 36,921 件 
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10 健康増進・医療提供体制の確保 

関係市町 全市町 

取組内容 

住民が健康で安心して生活を営めるよう、健康増進に係る啓発や医療提供体制の確保
に努める。 

連携事業 

住民が健康的な生活を送れるよう、健康増進や熱中症予防に関する啓発活動および小
児夜間救急センター運営などの広域的な医療提供体制の確保に取り組みます。 

【主な実施事業】 

・小児夜間急患センター運営支援事業 

・地域医療情報ネットワーク整備事業 

・大分都市広域圏健康会議開催事業 

連携効果 

健康増進や熱中症予防への意識の醸成と、圏域内で医療を必要とする人に、必要な医療
が迅速に提供されることで、地域で安心して生活できる環境の確保が期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
(令和 1~5 年度平均) 

目標値 
（R12 年度） 

大分県の公表するお達者年齢 
男性：80.07 

女性：84.45 

男性：80.79 

女性：84.65 
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11 相談支援機能の強化 

関係市町 全市町 

取組内容 

高齢者、障がい者等が地域で安心して生活を営めるよう、相談体制等に係る連携強化を
図るなど、支援体制の充実に取り組む。 

連携事業 

高齢者、障がい者等が地域で安心して生活を営めるよう、医療、介護、介護予防、住ま
い及び自立した日常生活等の相談がしやすい環境づくりに努めます。 

また、大分県下全域で取り組んでいる大分あんしんみまもりネットワーク事業を通じ
て、認知症などにより高齢者が行方不明になった場合に各市町が連携して早期の発見・保
護につながるよう支援します。 

【主な実施事業】 

・大分あんしんみまもりネットワーク事業 

・成年後見支援センター中核機関事業 

・介護認定審査会共同運営事業 

連携効果 

 専門的な知見を活用した課題解決や特殊なケースにおける対処法などの事例を各市町
が共有することで相談支援体制の充実が図られ、地域で生活するための安心・安全の確保
が期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R5 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

成年後見制度に係る相談件数 1,169 件 1,480 件 
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12 地域子育て支援の充実 

関係市町 全市町 

取組内容 

地域で生まれた子どもたちを地域社会全体で育てていくため、子どもを産み、育てやす
い地域を目指して、子育て支援サービス等の質の向上、改善等を図るための連携を推進す
る。 

連携事業 

圏域全体が子どもを産み、育てやすい地域となるよう、子育てに関する相談や情報提供
を行う体制を整えるなど、子育てしやすい環境づくりに取り組みます。 

【主な実施事業】 

・病児病後児保育事業 

連携効果 

各市町や関係団体が有している子育て支援の取組やサービスの情報、ノウハウを共有
し連携を推進することで、子育て世代に対する相談対応や支援の内容の多様化や質の向
上が期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R7 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

（検討中）   
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13 広域的教育の連携 

関係市町 全市町 

取組内容 

 学校や地域の実情に応じ、特色ある教育活動を生かした交流等による連携を図る。 

連携事業 

 圏域では、観光や温泉、高品質で多様な農林水産物など、豊かな地域資源を有している
ことから、学校や地域を生かした交流等によって周知することで、圏域への理解と関心を
深めるとともに、圏域のよさに気付く機会となることを目指します。 

 また、圏域の若い世代が交流活動をする中で、豊かな人間関係構築の促進を図ります。 

【主な実施事業】 

・大分都市広域圏小中学生交流事業 

・えひめ・おおいた小学生相互交流事業 

・郷土料理等の学校給食体験事業 

連携効果 

 圏域の出身者が圏域の特色ある豊かな資源等への理解と関心を深め、そのよさに気付
き、圏域の発展に関わろうとする意欲が育まれることが期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

大分都市広域圏小中学生交流事業の
参加者数 

65 人 65 人 
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14 文化・芸術の振興 

関係市町 全市町 

取組内容 

地域の特色ある文化・芸術活動を推進し、圏域内外の交流を促すことにより、交流人口
の拡大及び地域の活性化を図る。 

連携事業 

各市町の特色ある文化・芸術活動を生かしたイベントの開催など、圏域が有する文化・
芸術の魅力を圏域内外へ発信し、地域の活性化や交流人口の拡大につなげることを目指
します。 

また、圏域を拠点に活動するアーティストとその発表の場のマッチング促進に取り組
み、圏域全体における文化・芸術の振興を目指します。 

【主な実施事業】 

・アートレジオン推進事業 

・アーティストバンク推進事業 

連携効果 

圏域内外のアーティスト同士やアーティストと圏域住民とがイベントの開催等を通じ
て交流する機会が増加することで、交流人口の拡大が期待できます。 

また、圏域内外のアーティストと発表の場のマッチングを促進することで、文化・芸術
活動の裾野を広げ、各市町が取り組んでいる文化・芸術施策の推進を後押しすることが期
待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

主要公共施設の延べ利用者数（文化施
設） 

1,476,324 人 1,623,500 人 
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15 スポーツの振興 

関係市町 全市町 

取組内容 

 スポーツ活動を通じた、健康の保持・増進及び地域交流を促進するため、住民が様々な
スポーツに触れる機会を幅広く提供するなど、スポーツの振興に取り組む。 

連携事業 

民間主体によるスポーツイベントの開催を支援し、圏域内の体育施設等の活用を図る
ことで、住民がスポーツに触れる機会を確保します。 

【主な実施事業】 

・大分都市広域圏サイクリングイベント事業 

連携効果 

 圏域住民にスポーツ活動を通じた、健康の保持・増進及び地域交流の促進が期待できま
す。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

主要公共施設の延べ利用者数（体育施
設） 

1,960,333 人 2,112,087 人 
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16 文化財等の保護及び活用 

関係市町 全市町 

取組内容 

圏域内の関係自治体と連携・協力を図り、人的交流を広げることによって、地域に残る
文化遺産を広く周知させ、さらなるまちづくりの推進や地域振興、観光振興の活性化につ
なげる。 

連携事業 

キリシタン南蛮文化遺産など、圏域に残る文化的、歴史的遺産を有効活用するため、圏
域内の関係自治体と連携・協力を図り、教育・文化・歴史及び生涯学習に関する事業や観
光振興を目的とした事業などを展開します。 

【主な実施事業】 

・キリシタン・南蛮文化交流事業 

・戸次本町地区にぎわい創出事業 

連携効果 

キリシタン南蛮文化遺産など、圏域に残る文化的、歴史的遺産を広く周知させることに
より、地域の歴史・文化に対する住民の認識を高めるとともに、圏域内外の交流の促進も
期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

圏域内の歴史・文化に関するイベント
参加者数 

18 人 20 人 
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17 雇用対策 

関係市町 全市町 

取組内容 

 働く意欲のあるすべての方を対象とした各種就労支援に取り組む。 

連携事業 

 圏域内就職に関する説明会の開催や相談窓口の連携などにより、圏域内就職のサポー
トを目指します。 

 また、県外で開催される UIJ ターン希望者向けの移住相談会に連携して参加し、就職
先のあっせん等を行います。 

 その他、働く意欲のある方の就労促進につながるセミナー等を圏域市町で共同開催す
ることで、就労支援を図ります。 

【主な実施事業】 

・移住者就労促進事業 

連携効果 

 説明会等を圏域で連携することによって、効率的な運営や、より効果的な就職サポート
が可能となります。 

 また、セミナー等を共同で行うことにより、参加者が限られるテーマの受講者の確保も
可能となり、企画・運営に係る事務の効率化が期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R2 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

おおいた産業人財センターを利用し
て各市町に就職した人数 

62 人 97 人 
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18 市民活動の推進 

関係市町 全市町 

取組内容 

 圏域内における市民活動を促進するため、地域住民、NPO、企業等との交流及び活動
の支援に取り組む。 

連携事業 

 各地域で市民活動に取り組んでいる住民や NPO、企業などの多様な主体が、市町の境
を越えて交流・活動できるよう支援し、圏域全体の地域コミュニティが充実することで、
多様な価値観を尊重し、安心して住み続けられる地域を目指します。 

【主な実施事業】 

・地域おこし協力隊交流事業 

・戸次本町地区にぎわい創出事業 

連携効果 

 地域住民・自治会や NPO、企業などの多様な主体の活動に行政が関与することにより、
単独では交流する機会が少ない人や団体との交流・連携が期待されます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R7 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

地域おこし協力隊が関わる交流事業
数 

ʷ 23 事業 
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19 減災・防災体制の充実 

関係市町 全市町 

取組内容 

 大規模災害発生時等における相互応援の円滑化及び地域防災力の向上を図るため、減
災・防災体制の充実を図る。 

連携事業 

圏域内の各市町において、住民の防災意識向上や自主防災組織の活動促進、災害救援物
資等の備蓄の充実に努めるとともに、建築物の耐震化など災害に強いまちづくりを進め、
減災・防災体制の充実を図ります。 

また、災害発生時には、適切な情報提供とともに、災害対策本部間の連携や復旧に向け
た支援等の受け入れを図ります。 

【主な実施事業】 

・自主防災組織活動支援事業 

・災害救援物資等備蓄事業 

連携効果 

住民の防災意識向上や自主防災組織の活動促進、災害救援物資等の備蓄の充実により、
地域防災力の向上が期待されます。 

また、災害発生時に各市町が連携して取り組むことで効果的な災害対応、相互応援、復
旧ができるようになります。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

携帯トイレの備蓄数 200,000 回分 320,000 回分 
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20-1 一般廃棄物の広域処理 

関係市町 大分市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、由布市 

取組内容 

資源循環型社会及び低炭素社会の形成を図るため、地球温暖化対策の推進及び一般廃
棄物の広域的処理に取り組む。 

連携事業 

 新環境センターの整備をはじめ、一般廃棄物処理や地球温暖化対策を広域で推進し、資
源循環型社会の形成及び廃棄物を焼却処理する際に生じる副生電力の利活用等、カーボ
ンニュートラルに向けた取組を進めることで、脱炭素社会の実現への寄与を目指します。 

【主な実施事業】 

・新環境センター整備事業 

連携効果 

 老朽化を迎えた施設を新たな施設に建て替える際、広域化・集約化を推進することで、
スケールメリットによるトータルコストの削減や効率化を図るとともに、人口減少社会
にあって、単独自治体では今後維持管理が困難になる大規模施設の運用の観点からも将
来にわたり安全で安定的な運用が可能になることが期待されます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R9 年度） 

新環境センター整備事業の進捗率 12.9% 100％ 
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20-2 資源循環型社会の形成 

関係市町 全市町 

取組内容 

資源循環型社会の形成を図るため、一般廃棄物の資源化及び排出量の削減に取り組む。 

連携事業 

 一般廃棄物の資源化や排出量削減などについて圏域住民へ啓発活動を行うほか、各市
町の一般廃棄物の減量やリサイクル推進の取組・ノウハウを共有するとともに、諸課題の
研究などに連携して取り組み、圏域全体で資源循環型社会の形成を目指します。 

【主な実施事業】 

・循環型社会形成推進事業 

・下水汚泥固形燃料化事業 

・リユース活動促進事業 

連携効果 

 各市町の取組状況やノウハウを共有し、諸課題の研究に連携して取り組むことにより、
各市町で展開される資源循環型社会形成の取組の質の向上が期待できます。 

 また、啓発活動を圏域で実施することにより、資料の作成や配布などの事務作業の効率
化に加え、活動に対しより多くの住民が参加することで住民どうしでの課題解決に向け
た機運の醸成が期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

資源化量（人口 1 人当たり） 50.32 ㎏ 55.35 ㎏ 
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新 脱炭素社会の実現 

関係市町 全市町 

取組内容 

地球温暖化問題への関心と理解を深めるとともに、家庭、職場、学校等での省エネ行動
に取り組むなど、脱炭素社会の実現を図る。 

連携事業 

地球温暖化対策や水素エネルギーの利活用などについて、環境教育・学習等を通じて圏
域住民へ啓発活動を行うとともに、各市町の脱炭素社会の実現に向けた各種取組やノウ
ハウを共有し、圏域全体で脱炭素社会の実現を目指します。 

【主な実施事業】 

・地球温暖化対策推進事業 

 

連携効果 

各市町における住民等の行動変容に向けた取組を共有することによって、脱炭素社会
の実現に向けたノウハウが住民に蓄積されるとともに、圏域全体の温室効果ガスの削減、
将来世代の意識啓発、行動変容に貢献します。 

KPI 

指標名 
現状値 

（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

圏域内における、児童、生徒の環境教
育・学習等への参加率 

（参加者数÷全児童、生徒数×100） 

47.5% 57.5% 

 

  



 

58 
 

21 広域的な生物多様性の保全 

関係市町 全市町 

取組内容 

生態系、人、農林水産物への被害を及ぼすおそれのある特定外来生物の圏域内外からの
一掃に向け、広域防除に取り組むなど、広域的な生物多様性の保全を図る。 

連携事業 

生態系、人、農林水産物等への被害を及ぼすおそれのあるアライグマ等の特定外来生物
の防除を圏域全体で行い、圏域内からの一掃に向けた連携のさらなる強化を図るなど、広
域的な生物多様性の保全を目指します。 

【主な実施事業】 

・特定外来生物広域防除事業 

連携効果 

各市町の生物多様性の保全に向けた取組の共有により、ノウハウが蓄積され、圏域全体
の生物多様性の保全に貢献します。 

また、特定外来生物防除では、各市町で初めての特定外来生物の種の生息が確認された
場合、広域圏としてのノウハウの蓄積と連携により、より正確で迅速な初動が可能となり
ます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

アライグマ捕獲努力量（わな個数×わ
なかけ日数） 

124,135 130,000 
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新 上下水道事業の連携強化の推進 

関係市町 全市町 

取組内容 

圏域内の安定した上下水道サービスの維持を図るため、事業の広域化・共同化や圏域全
体の技術向上に取り組む。 

連携事業 

下水汚泥燃料化事業の広域化・共同化や管路台帳システムの共同利用等により、事業の
スケールメリットを高めます。また、民間活力の導入等の調査・研究等に連携して取り組
むなど、圏域全体のスキルアップに努めます。 

【主な実施事業】 

・下水汚泥燃料化事業 

・上下水道管路台帳総合システムの共同利用 

・ウォーターPPP 導入に向けた調査・研究 

連携効果 

各市町が持つ技術やノウハウを共有することで、効率的な運営や新しい技術の導入が
促進され、これにより、住民に対するサービスの質が向上します。また、地域間での連携
により、災害時の対応が迅速かつ効果的になり、緊急時の水の供給や排水処理の協力体制
を構築することが期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R7 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

（検討中）   
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23 消防救急体制の連携強化の推進 

関係市町 全市町 

取組内容 

広域的な視点に立ち、人命重視の救急活動を行い、消防救急体制の連携強化に取り組
む。 

連携事業 

圏域外の大分県内の自治体も含めた消防通信指令業務の共同運用や各市町と連携した
消防職員合同訓練などにより消防救急体制を強化し、どの地域においても迅速かつ的確
に人命を救うことができる相互応援体制の構築を目指します。 

また、救急安心センター事業（♯７１１９）を県下全域で運用することで、県内すべて
の住民が安心して相談できる機会の提供を目指します。 

【主な実施事業】 

・消防指令業務の共同運用事業 

・救急安心センター事業（♯７１１９） 

連携効果 

消防指令業務の共同運用による最新のシステムや設備等を共通化することで、各市町
が単独で実施するよりも業務の質・効率の向上が期待できるほか、体制整備に係るコスト
についてもスケールメリットにより各市町の負担が軽減されることが期待できます。 

また、救急安心センター事業により救急車の利用や救急医療機関の受診が適正化され
ることが期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

圏域内消防職員合同訓練実施回数 11 回 11 回 
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24 地域公共交通ネットワークの維持・形成 

関係市町 全市町 

取組内容 

 地域住民の移動手段の確保、利便性の向上等を図るため、地域公共交通ネットワークの
維持・形成に連携して取り組む。 

連携事業 

圏域内市町が取り組む交通施策の効果や課題と自動運転などの新たな技術の調査・検
討の成果について共有します。 

【主な実施事業】 

・圏域内市町の交通施策の情報共有 

・新たな技術の調査・検討状況の共有 

・九州 MaaS 協議会の取組みへの協力 

連携効果 

圏域内市町で情報共有することにより、多くの情報が蓄積可能となり、効率的な事業実
施や検討が可能となります。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R7 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

地域公共交通ネットワークの維持・形
成に向けた事業数 

17 事業 17 事業 
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27 農林水産物の生産振興 

関係市町 全市町 

取組内容 

農林水産技術、圏域内の新規就業者等に関する情報の共有化を図り、規模拡大を目指す
農林水産業者及び就業希望者に情報を提供するなど、生産性向上並びに担い手及びそれ
を支える人材の確保・育成に取り組む。 

連携事業 

農林水産技術、圏域内の新規就業者等に関する情報を共有し、農林水産業者及び就業希
望者への効果的な情報提供を行うとともに、スマート農林水産技術の導入・活用の支援な
どにより、圏域内農林水産業の生産性向上とそれを支える人材の確保・育成を図ります。 

また、就業支援事業等の情報共有を図るとともに、毎年開催される就業相談会へ出展
し、新たな担い手の確保を目指します。 

【主な実施事業】 

・圏域内市町の新規就業者支援内容の情報共有 

・スマート農林水産技術の調査・研究 

連携効果 

農林水産業者への効果的な情報提供やスマート農林水産技術の導入・活用などにより、
多様な産品を有する圏域内農林水産業の強みの⾧期的な維持・発展が期待できます。 

また、県が開催する就業相談会に出展し、本圏域の農林水産業についてさらなる PR に
努める中で、圏域での担い手の確保・育成が期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

就業相談会の来場者数(累計) 167 人 1,121 人 
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28 有害鳥獣の広域対策 

関係市町 全市町 

取組内容 

 鳥獣被害対策の効果を向上させるため、イノシシ、シカ、サル等、農林業に被害を及ぼ
す鳥獣の生息実態等の情報を共有するとともに、効率的な予防及び捕獲に向けた連携を
図る。 

連携事業 

鳥獣被害対策の効果を向上させるため、イノシシ、シカ、サル等、農林業に被害を及ぼ
す鳥獣の生息実態等の情報を共有するとともに、効率的な予防及び捕獲に向けた連携を
図ります。 

また、捕獲された有害鳥獣をジビエとして広域的に利活用できるよう大分ジビエ振興
協議会を通して連携を図ります。 

【主な実施事業】 

・有害鳥獣対策事業 

連携効果 

有害鳥獣の発生情報や被害情報の共有を図り、効果的な対策を講じることで、生息数の
減少が期待されます。 

また、県内の市町村が参加する大分ジビエ振興協議会を通して、県内で捕獲されたイノ
シシやシカの利活用を促進することで、県産ジビエに対する関心や理解向上、ジビエの解
体施設等の安定供給体制や販売体制の強化を図り、広域的なジビエの消費拡大が期待さ
れます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

有害鳥獣の一斉捕獲実施回数 3 回 3 回 
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29 農林水産物の消費拡大 

関係市町 全市町 

取組内容 

地域特産物の生産、加工及び販売について広域的な視点に立ち、圏域内外への消費拡大
を目指した情報発信等に取り組む。 

連携事業 

地域特産物の生産、加工及び販売について広域的な視点に立ち、圏域内外への消費拡大
につながるような情報発信や付加価値向上を目指します。 

【主な実施事業】 

・地産地消推進事業 

連携効果 

 大分の食や地産地消及び木の文化への理解の醸成等をテーマとしたイベント「おおい
たマルシェ」等により、圏域内地産地消のさらなる推進や圏域外への消費拡大が期待でき
ます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

おおいたマルシェにおける１店舗当
たりの平均売上額 

109 千円 110 千円 
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30 移住・定住対策 

関係市町 全市町 

取組内容 

移住・定住希望者の様々なニーズに対応するため、地域の特性を生かした移住・定住対
策に取り組む。 

連携事業 

 移住・定住希望者の様々なニーズに対応するため、地域の特性を生かした移住・定住対
策を図ります。 

 また、近年のライフスタイルの変遷に対応し、複数の地域に生活拠点を持つ多拠点生活
など、圏域人口の維持、関係人口の増加に向けた取組を推進します。 

【主な実施事業】 

・移住者就労促進事業 

・アートレジオン推進事業 

連携効果 

 圏域内に存在する地域資源の活用や磨き上げを行い、圏域内外に向けての情報発信や
他分野と複合的な取組を行うことで、効果的な移住･定住対策につなげることが期待され
ます。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

移住施策を活用した移住者数 194 人 200 人 
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31 人材育成・交流 

関係市町 全市町 

取組内容 

職員の資質及び公務能力の向上を図るため、職員の相互派遣及び交流の強化、デジタル
人材その他の専門人材の育成に取り組む。 

連携事業 

 各市町合同での研修開催や職員の相互派遣など、人材育成のノウハウの向上や人材交
流の強化に取り組み、職員の資質及び公務能力の向上を図ります。 

【主な実施事業】 

・デジタル人材育成や技術職員等の圏域職員研修事業 

・大分都市広域圏未来創造塾 

連携効果 

 圏域全体でデジタル人材の育成をはじめとする各種研修を合同開催するとともに、圏
域自治体の若手職員からなる「未来創造塾」において、圏域の課題の抽出、その対応策に
ついて政策提案を行うことで、今後も変化していく社会情勢に対応できる高度な人材の
育成につながることが期待できます。 

KPI 
指標名 

現状値 

（R6 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

圏域における専門人材等育成研修の
参加人数 

26 人 65 人 
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新 人材等の資源の効率的な活用 

関係市町 全市町 

取組内容 

人材をはじめとする資源を効率的に活用するため、事務の共同実施や業務システムの
共同調達等に取り組む。 

連携事業 

各市町の事務を共同実施することにより、住民への効果が図られる事業、各市町におい
て効率が図られる事業について、調査・研究を行い、事業実施に取り組みます。 

また、業務システムの共同調達等により、圏域全体で均質かつ安定した行政サービスの
提供に取り組みます。 

【主な実施事業】 

・事務の共同実施に向けた調査・研究 

連携効果 

 事務の共同実施、業務システムの共同調達等に取り組むことにより、人材をはじめとす
る限りある資源の効率的な活用が図られるとともに、住民サービスの向上が期待できま
す。 

KPI 
指標名 

現状値 
（R7 年度実績値） 

目標値 
（R12 年度） 

事務の共同実施・運用数（新規） ʷ 5 事業 
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関係資料 

規約・策定体制 

（１）大分都市広域圏推進会議規約 

 

（設置） 

第１条 人口減少・少子高齢社会にあっても、地域経済を持続可能なものとし、住民が安
心して暮らしていけるよう、活力ある魅力定な圏域の形成するため、大分市及びその周辺
自治体が一体となり、広域で取り組むべき課題等について協議し、連携中枢都市圏形成に
向けた大分都市広域圏ビジョンを策定するため、大分都市広域圏推進会議（以下「推進会
議」という。）を置く。 

  

（所掌事項） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

 ⑴ 連携中枢都市圏構想における広域連携に関すること。 

 ⑵ 大分都市広域圏ビジョンの策定及び検証に関すること。 

 ⑶ 連携協約等に基づき推進する取組に関すること。 

 ⑷ その他会⾧が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、会⾧及び委員をもって組織する。 

２ 会⾧は、大分市⾧をもって充てる。 

３ 会⾧は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

４ 委員は、圏域を構成しようとする大分市以外の市町村⾧とする。 

５ 推進会議に副会⾧を置き、委員の互選により選出する。 

６ 副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故があるとき、又は会⾧が欠けたときは、その 

職務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 推進会議の会議（「以下「会議」という。」）は、会⾧が招集し、会⾧がその議⾧
となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、 

代理の者が出席したときは、当該委員が出席したものとみなす。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議⾧の決すると
ころによる。 

４ 会⾧は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意
見を聴くことができる。 

  

（オブザーバー） 

第５条 第３条に規定する委員のほか、推進会議にオブザーバーを置くことができる。 
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２ オブザーバーは、会⾧が指名する者をもって充てる。 

 

(幹事会) 

第６条 推進会議の円滑な運営を図るため、推進会議に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、会⾧及び委員がその補助職員のうちから指名する者を幹事として組織す
る。 

３ 幹事会に幹事⾧を置き、会⾧が幹事のうちから指名する者をもって充てる。 

４ 幹事⾧は、幹事会を代表し、会務を総理する。 

５ 幹事会の会議は、幹事⾧が招集し、幹事⾧がその議⾧となる。 

６ 幹事⾧は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に幹事以外の者の出席を求め、
説明又は意見を聴くことができる。 

７ 幹事⾧に事故があるとき、又は幹事⾧が欠けたときは、幹事⾧があらかじめ幹事のう
ちから指名する者が、その職務を代理する。 

８ 幹事会の運営等に関して必要な事項は、幹事⾧が別に定める。 

 

 (専門部会) 

第７条 第２条各号に掲げる所掌事務について具体的な調査及び研究を行うため、推進
会議に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。 

２ 部会は、会⾧及び委員がその補助職員のうちから指名する者を部会員として組織す
る。 

３ 部会に部会⾧及び副部会⾧を置き、会⾧が部会員のうちから指名する者をもって充
てる。 

４ 部会⾧は、部会の事務を掌理し、調査及び研究の経過及び結果を推進会議と幹事会に
報告するものとする。 

５ 副部会⾧は、部会⾧を補佐し、部会⾧に事故があるとき、又は部会⾧が欠けたとき
は、その職務を代理する。 

６ 部会の会議は、部会⾧が招集し、部会⾧がその議⾧となる。 

７ 部会⾧は、必要があると認めるときは、部会の会議に当該部会に属する部会員以外の
者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

８ 部会の運営等に関して必要な事項は、部会⾧が別に定める。 

 

 （大分都市広域圏ビジョン会議） 

第８条 推進会議が策定又は変更する連携中枢都市圏ビジョンに関し、提言等を行うた
め、大分都市広域圏ビジョン会議（以下「ビジョン会議」という。）を置く。 

２ ビジョン会議は、委員２０人以内をもって組織する。 

３ 委員⾧は、会⾧が指名する者をもって充てる。 

４ 委員⾧は、ビジョン会議を代表し、会務を総理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者の中から会⾧が委嘱したものとする。 

 ⑴ 学識経験者 

 ⑵ 関係団体の代表者 

 ⑶ 前２号に掲げる者のほか会⾧が必要と認める者 
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６ ビジョン会議は、委員⾧が招集し、委員⾧がその議⾧となる。 

７ ビジョン会議に副委員⾧を置き、委員の中から委員⾧が指名する。 

８ 副委員⾧は、委員⾧を補佐し、委員⾧に事故があるとき、又は委員⾧が欠けたとき
は、その職務を代理する。 

９ 委員⾧は、必要があると認めるときは、ビジョン会議の会議に委員以外の者の出席を
求め、説明又は意見を聴くことができる。 

１０ ビジョン会議の運営等に関して必要な事項は、委員⾧が別に定める。 

 

（ビジョン会議の委員の任期） 

第９条 委員の任期は、２年とする。ただし、就任年度における委員の任期は、当該年度
末までとする。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任を妨げない。 

 

 （費用弁償等） 

第 10 条 第７条第７項の規定により部会の会議に出席する者及び第８条に規定する委員
は、その職務を行うために要する費用弁償等を受けることができる。 

 

（庶務） 

第 11 条 推進会議、幹事会及びビジョン会議の事務局は、大分市企画部企画課に置く。 

２ 専門部会の事務局は、部会⾧が所属する部署に置く。 

 

（委任） 

第 12 条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会⾧が
別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規約は、平成 27 年 10 月５日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この規約は、令和 7 年 7 月 22 日から施行する。 
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（２）策定体制 

①大分都市広域圏推進会議委員 
 自治体名 首⾧ 備考 

１ 大分市 市⾧ 足立 信也 会⾧ 

２ 別府市 市⾧ ⾧野 恭紘 副会⾧ 

３ 佐伯市 市⾧ 冨髙 国子  

４ 臼杵市 市⾧ 西岡 隆   

５ 津久見市 市⾧ 石川 正史   

６ 竹田市 市⾧ 土居 昌弘   

７ 豊後大野市 市⾧ 川野 文敏   

８ 由布市 市⾧ 相馬 尊重   

９ 日出町 町⾧ 安部 徹也   

②オブザーバー 
大分県総務部市町村振興課⾧ 今井 睦 

大分県中部振興局⾧     上城 哲 

③大分都市広域圏ビジョン会議委員 
 種別 団体 職 氏名 備考 

１ 大学･研究機関 国立大学法人 大分大学 理事 廣瀬 祐宏 委員⾧ 

２ 産業団体 
公益社団法人 
 大分県産業創造機構 

専務理事 牧 敏弘 副委員⾧ 

３ 観光団体 
公益社団法人 
 ツーリズムおおいた 

専務理事 高野 信一  

４ 金融機関 
一般社団法人 
 大分県銀行協会 

常務理事 油布 欣也  

５ 労働団体 
日本労働組合総連合会 
 大分県連合会 

副会⾧ 二宮 研介  

６ 医療機関 
一般社団法人 
 大分県医師会 

常任理事 伊藤 彰  

７ 福祉団体 
社会福祉法人 
 大分県社会福祉協議会 

会⾧ 佐藤 章  

８ 地域交通機関 
一般社団法人 
 大分県バス協会 

専務理事 望月 郁男  

９ 高等専門学校 
独立行政法人国立高等専
門学校機構 

大分工業高等専門学校 
准教授 永家 忠司  

１０ 大学･研究機関 
学校法人文理学園 

日本文理大学 
教授 坂井 美穂  

１１ 農業協同組合 大分県農業協同組合 常務理事 宇都宮 隆一  

１２ デジタル 
公益財団法人 

ハイパーネットワーク
社会研究所 

所⾧ 青木 栄二  


